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※１　社会福祉アドバイザー　検察庁からの派遣依頼により被疑者等へ支援を行う。
※２　更生緊急保護　保護観察所が保護観察に付されない執行猶予者等へ援護や保護等を行うこと。
※３　自立準備ホーム　保護観察や更生緊急保護対象者へ提供されるアパート等のこと。
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※４　刑事政策推進室　福岡地方検察庁の再犯防止・社会復帰支援業務を行う部署。
　　　各種情報収集や関係機関との連絡・調整等を行う。全国の地方検察庁に同様の室（班）が設置されている。
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・検察庁は起訴猶予見込みであったため、釈放後の住居確保を含む生活環境の調整、
家族関係の調整を目的に、釈放に向けて社会福祉アドバイザーの派遣を依頼した。

・釈放にあたり保護観察所と連携して更生緊急保護の手続きを行い、自立準備ホーム
へ入所した。また、本人が逮捕・勾留されている間に、両親は市の高齢者福祉担当、
弟は障がい者基幹相談支援センターの支援により、それぞれ住宅を確保（分離保護）
できた。

・自立準備ホーム入所中に生活保護申請 ( 医療扶助（単給）（※６）) や精神科の受
診を再開したが、精神症状が落ち着かず、障がい福祉サービスによる就労支援を受
けるまでに時間がかかった。

・本人は、家族と関係を修復したいという希望もあったが、家族間の感情はもつれて
いた。

・現在は、自立準備ホームからグループホーム ( 共同生活援助 )（※７）に移り、日
中は就労継続支援Ｂ型事業所（※８）に通所している。逮捕前から多くの関係機関
が支援に携わっていたからこそ、分離保護がスムーズに進んだが、本人に対する支
援はなく、今回の事件を機に各種サービスにつながることになった。精神症状に波
があるが、生活のペースも整いつつある。
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※６
※５

※７、８

保険診断　正式な診断ではなく保険請求上の診断のこと。
医療扶助（単給）　生活保護法は他法他施策優先のため、更生緊急保護対象者が医療扶助のみ受給す
る場合がある。
共同生活援助・就労継続支援Ｂ型事業所　いずれも障害者総合支援法によるサービスであり、更生緊
急保護対象者が活用する場合がある。



BEFORE

AFTER

8



9



障害者虐待防止法　（「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律」）
　国や地方自治体、障がい者福祉施設従事者等に障害者虐待防止等の責務を課すとともに、虐待を受け
たと思われる障がい者を発見した者への通報義務を課す。
　養護者による虐待防止に資する支援（養護者支援）の措置等も明記された。

※9
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・検察庁から社会福祉アドバイザーに依頼があり、Ｃさんに対する福祉サービス利用
調整が行われる。起訴猶予での釈放前に、本人に対しての面接及び関係者との連
絡調整が行われた。釈放後も引き続きコーディネータとしての役割が必要と判断され、
立ち直りサポートセンターに支援依頼が入る。

・釈放後、社会福祉アドバイザーが出迎え、無料低額宿泊施設に１日入所した後、精
神科病院に入院となった。

・検察庁における支援の段階で既に障がい者入所支援施設から入所の内諾を得ており、
入院中に障害程度認定区分調査を終えることができた。

・不満を溜めやすく、被害的感情を抱きやすいため、これまでも関わりのあったホー
ムレス支援団体職員が定期的に面会に出向いていたが、入院生活に耐えられず、市
外の精神科病院に転院することとなった。

・その後、障がい者入所支援施設に入所となり現在に至る。入所から数か月が経ったが、
施設において生活を送ることができている。

CASE

3

13



BEFORE

AFTER

14



※１０ 特別調整
　生活環境調整のうち、高齢（おおむね 65 歳以上）であり、又は障害を有する入所者等であって、かつ、
適当な帰住予定地が確保されていない者を対象として、特別の手続に基づき帰住予定地の確保その他
必要な生活環境の整備を行うものをいう。
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・検察庁は、施設に戻れず行き先がない高齢者の支援のため社会福祉アドバイザー
の派遣を依頼した。Ｄさんは高齢であり、受入先の調整だけでなく、その他の支援
も想定されたことから、立ち直りサポートセンターに支援の依頼が入る。

・Ｄさんは要介護認定において「要支援１」であったが、身柄拘束によるＡＤＬ
(Activities of Daily Living：日常生活動作の略 ) の低下が著しく、自立準備ホーム入
所直後に介護程度区分変更手続きを行った。

・要介護認定の結果「要介護１」となり、自立準備ホームから住宅型の有料老人ホー
ムへ移ることとなった。

・新たに入居した施設では、スタッフや他入所者とのトラブルもなく、穏やかに過ごされ、
ここの施設で生活することを希望していたが、持病であった悪性リンパ腫の検査の
翌朝に急逝した。事前に永代供養の話も聞いていたことから、施設職員と連携し、
葬儀から納骨まで済ませることができた。

・事件による介入後、以前のようなトラブルは一切見られず、立ち直りサポートセンター
や施設の職員には今後の生活や持病の不安などを吐露されており、精神的なフォ
ローも大変重要な役割であることを認識させられた事例だった。
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・検察庁から立ち直りサポートセンターに依頼があり、釈放時、保護観察所への出頭
に同席する。

・事件を理由に、元の自宅には戻れず、早急に住まいを調整する必要があったため、
更生緊急保護を申し出て、自立準備ホームに入所することになった。

・また長年通院していた心療内科の主治医は、自立支援医療制度（※１１）や障害
手帳の手続きに必要な診断書の作成経験がなく、手続きを担当するスタッフも不在
だった。このため、Ｅさんは医療・福祉の行政サービスにつながっていなかった。

・Ｅさんの主治医へのこだわりは強かったが、説得し、何とか別の精神科病院にかか
りつけ医を変更し、そこで「発達障害」の診断を受けた。しかし、診断を受けたこ
とにより利用可能なデイケアや訪問看護、障がい福祉サービスの各種サービス利用
を拒否するなど、何かと理由をつけて、新しいことに挑戦することを嫌がった。

・コーディネーターとの信頼関係の構築も難航したが、自立準備ホーム入所中（６か
月間）の間に信頼関係が構築できたことで事態が好転しはじめる。退所後は、単身
生活をはじめ、精神科病院への通院も継続中。就労継続支援Ｂ型事業所に通所で
きる段階まで準備が進んでいる。
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※１１ 自立支援医療制度　心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減
する公費負担医療制度。
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自立支援医療制度
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。

※１1
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・起訴後、本人の国選弁護人より立ち直りサポートセンターに依頼がある。
・弁護人が今回の事件の概要を簡単にまとめ、地域包括支援センター、訪問介護事業所、
通所介護事業所の利用状況を確認する。

・このことを受け、立ち直りサポートセンターとして、各事業所に連絡し、事件処分前
にケア会議の開催について打診をしたが、「本人がいつ自宅に戻るか確定しないと
ケア会議は開催できない」との返答だった。

・また、各事業所に情状証人として出廷、その為の更生支援計画書の作成を依頼した
ところ、担当者は協力する意向があったが、組織としては「業務外」との認識で、
結果的にいずれも対応が得られなかった。

・その後、執行猶予判決を受け、釈放された。翌週、ケアマネージャーはじめ支援者
一同と本人も参加してのケア会議が行われ、従前のサービスが提供されることになっ
た。この会議に立ち直りサポートセンターも参加した。

CASE

6

31



BEFORE

AFTER

32



更生支援計画書　福祉的支援を要する被告人のため、障がい特性や病状を踏まえて、将来再犯しない
ために必要な支援について記載された書類のこと。
情状証人　公判で、被告人の生活状況等をふまえ、更生に向けてどのように支援していくのか等につい
て証言等をする人。

※12

※13

33



34



35



36



�

・逮捕後、交際相手から薬物依存から回復するよう促されたことで、Ｇさんに心情変化
があり、国選弁護人に「大麻をやめたい」と訴える。

・弁護人は薬物依存症者に対する支援の経験が無かったため、立ち直りサポートセン
ターに支援の依頼があった。
・留置されている警察署でＧさんに面会した際に、薬物の当事者団体から支援を受け
ることについて意向を確認したところ、承諾をされた。
・本人が拘置所へ移ったのち、薬物等の依存症リハビリテーション施設を運営する当
事者団体のスタッフに面会してもらった。弁護人や立ち直りサポートセンタースタッ
フとの面会では、やや興奮気味で、落ち着かない様子だったが、当事者団体のスタッ
フの話には落ち着いて耳を傾けていたことが印象的だった。
・公判では、交際相手や当事者団体のスタッフに情状証人にも立ってもらい、判決では、
懲役１年６月、執行猶予３年間（保護観察付）（※１４）となった。

・釈放後、すぐに当事者団体によるカウンセリングやリハビリなどの支援を開始したこ
とで、体調の回復に専念できている。就職活動の再開に向けて、協力雇用主の情報
を提供し、職場見学、職場体験を行うことを検討している。

・立ち直りサポートセンターとしては、直接的な支援というより、本人のニーズに沿っ
た社会資源の調整、当事者団体へのコーディネートを行った。
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※１４　保護観察付執行猶予　裁判所で刑の全部又は一部の執行を猶予され、保護観察に付されること。
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